
 
 
「よろずなんでも相談所」開設のご案内 

～毎日の暮らしの中でお悩みはありませんか？～ 

「いじめ・体罰」などに関する問題、家庭内における様々な問題プライバシーに関する 

問題などの心配ごとに，人権擁護委員が丁寧に相談に応じます。 

お気軽にご相談ください。なお，相談は無料で，秘密は固く守られます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

●他市町村の特設相談所でも相談ができます。 

日 程 相 談 時 間 開 催 場 所 

 2日 （水）  午後 1時 30分～3 時 30分 小布施町 北斎ホール 

14 日 （月）  午後 1時～4時 長 野 市 豊野支所 

15 日 （火）  午後 1時～4時 
長野中央隣保館 

長 野 市 更北公民館 

18 日 （金）  午後 1時～4時 長 野 市 川中島町公民館 

 

隣 組 回 覧 

日時 2025 年 ７月１５日（火） 

午前１０時～正午 

※事前の予約が必要です 

場所 須坂市人権交流センター 

★下記のとおり電話での法務局相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの人権 110 番         ０５７０－００３－１１０ 

こどもの人権 110 番（通話料無料） ０１２０－００７－１１０ 

女性の人権ホットライン        ０５７０－０７０－８１０  

月～金（祝日を除く）  午前８時３０分～午後５時１５分 

 

問合せ先 

人権に関する総合相談窓口 

須坂市人権交流センター 

電 話  

０２６－２４５－０９０９ 

 

須坂市人権交流センターに「総合相談窓口」を開設しています。 

月～金 午前 9時～午後 5時（ただし 年末年始及び祝祭日は除く） 

電話 ０２６－２４５－０９０９ 

 

裏面の人権啓発コーナーをご覧ください。 

発行日 2025年７月１日 

 
 

 

 

 

 

長野人権擁護委員協議会、長野・飯山地域人権啓発活動ネットワーク協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権啓発コーナー シリーズ 12     **あらゆる差別の解消に向けて､みんなで取り組みましょう** 
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せ い
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会
か い

 

 日
に

本
ほ ん

とは違
ち が

う文
ぶ ん

化
か

や風
ふ う

習
しゅう

を理
り

解
か い

する 

世
せ

界
かい

には様々
さまざま

な国
くに

や地
ち

域
いき

があり、それぞれに固
こ

有
ゆう

の言
こと

葉
ば

や文
ぶん

化
か

があります。 

そうした違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、国籍
こくせき

の違
ちが

う人
ひと

たちが、互
たが

いに協
きょう

力
りょく

して 

生
い

きていく社会
しゃかい

を多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

といいます。 

お互
たが

いに 

認
みと

め合
あ

うことが 

基
き

本
ほん

 

日
に

本
ほん

人
じん

 外国人
がいこくじん

 

外国人
が い こ く じ ん

の文
ぶ ん

化
か

を 

理
り

解
か い

し日
に

本
ほ ん

の 

文
ぶ ん

化
か

も伝
つ た

える 

日
に

本
ほん

の文
ぶん

化
か

や 

習慣
しゅうかん

を理
り

解
かい

して 

生活
せいかつ

する 

 異
こ と

なる文
ぶ ん

化
か

の間
あいだ

で起
お

こる問
も ん

題
だ い

 

日
に

本
ほん

で行
おこな

われていなかったり、あるいは良
よ

しとされていなかったりすることも、 

ある国
くに

や地
ち

域
いき

の人
ひと

にとっては、とても大
だい

事
じ

な文
ぶん

化
か

や風習
ふうしゅう

という場
ば

合
あい

があります。 

民
みん

族
ぞく

の風
ふう

習
しゅう

にならい、顔
かお

にいれずみをした外
がい

国
こく

人
じん

がいました。 

しかし、日
に

本
ほん

ではいれずみがあると共
きょう

同
どう

浴
よく

場
じょう

などへの入 場
にゅうじょう

を拒
きょ

否
ひ

されることがあります。 

その外国人
がいこくじん

も、入浴
にゅうよく

を断
ことわ

られてしまいました。 

肌
はだ

の色
いろ

や言
こと

葉
ば

は違
ちが

っても、地
ち

球
きゅう

上
じょう

のすべての人
ひと

には 

人
にん

間
げん

らしく幸
しあわ

せに暮
く

らす権
けん

利
り

があります。 

生
う

まれた国
くに

や地
ち

域
いき

に関係
かんけい

なく、日
に

本
ほん

人
じん

も外国人
がいこくじん

も一
いっ

緒
しょ

に 

仲
なか

よく暮
く

らせる社
しゃ

会
かい

をつくることが大切
たいせつ

です。 
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